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鈴
鹿
露
圃
に
於
け
る
金
融
制
度
の
彼
前
及
び
現
批

第
二
十
ニ
巷

畠E

苑

説

苑

(
第
五
蹴

勢
農
露
闘
に
於
げ
る
金
融
制
度
内
復
活
及
び
現
状

新
経
漕
政
策
ご
金
融
制
度
の
復
活

谷

ロ 九
四

八

O
凹

彦

吋
国
立
銀
行
の
復
活
、
一
九
三
年

ι於
り
る
新
総
憐
政
策
(
4
3
m
Z・
開
・
同
)
へ
の
推
移
は
、
必
然
に
金
融

制
度
に
謝
す
る
政
策
を
も
抽
出
一
奥
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
元
来
一
の
枇
曾
に
於
け
る
金
融
制
度
は
、
英
の
枇
曾
の
生
産
組

織
を
基
底
ご
し

τ之
に
油
脂
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
般
に
新
経
済
政
策
に
よ
っ
て
一
部
企
業
の
私
的
経
替
を
認

め
、
者
(
は
私
的
取
引

ω自
由
を
緩
和
し
た
以
上
は
・
之
に
趨
臆
し
て
通
貨
並
び
に
銀
行
制
度
の
復
活
を
必
要
正

す
る
に
至
る
は
憶
然
で
あ
ら
う
o

他
方
に
於
て
、
革
命
に
引
晴
樹
〈
過
渡
附
代
の
数
年
に
於

τ、
古
き
金
融
制
度

は
・
僅
か
に
依
摘
を
保
て
る
留
紙
併
を
除
い
て
は
、
金
〈
其

ω残
骸
を
掃
蕩
苫
れ
て
居
柁
か
ら
、
新
し
き
制
度
を

白
紙

ω上
に
打
も
建
て
る
べ
き
素
地
は
、
此

ω時
す
で
に
十
分
に
作
ら
れ
て
居
た
。
き
う
し
て
新
し
き
制
度
は
、

自
然
畿
生
的
な
枇
曾
的
産
物
で
は
な
〈
、
意
識
的
計
劃
的
に
、
中
央
よ
b
地
方
に
、
上
よ
h
下
に
向
つ

τ構
成
せ

ら
れ
抜
大
き
る
ぺ
き
で
あ
る
。

吉



か
(
τ
新
た
に
園
立
銀
行
を
創
設
せ
ん
ご
す
る
計
査
は
.
此
年
九
月
に
至
っ
て
立
案
せ
ら
れ
、

数
度
の
委
員
曾

に
於
て
研
究
の
結
果
、

十
月
三
日
の
会
露
執
行
委
員
曾
に
於
て
承
認
せ
ら
れ
、

十
月
十
二
日
の
布
告
に
よ
っ
て
闘

1~ 立
0.)銀

ff 
0) 

設
立
カヨ

宣
言
せ

ら
れ

+
引
い
で
闘
立
銀
行
保
例
を
H

公
布
し
て
愈
I
近
〈
修
業
を
開
始
す
る
運
び
ご
な
っ

新
国
立
銀
行
の
目
的
は
、
他
陣
例
第
一
僚
よ
規
定
吉
る
、
如
〈
、
第
一
に
「
信
用
其
他
の
銀
行
業
務
仁
ょ
っ

τ、

工
業
・
農
業
及
び
商
業
の
畿
燥
を
助
長
す
る
い
E
V
ふ
普
通
銀
行
業
鴻
の
外
に
、
第
二
に
「
貨
幣
交
泌
を
統
一

L
、

3
 

健
全
な
る
貨
僻
抑
制
度
を
維
持
す
る
に
必
要
な
る
仙

ω手
段
を
採
る
」
ピ
い
ふ
中
央
銀
行
正
し
て
の
責
務
を
有
す
る

0

3
3
L
て
最
初
に
始
め
ら
れ
た
る
銀
行
業
務
は
、
第
一
の
目
的
の
た
め
の
普
泌
銀
行
業
務
で
あ

b
、
第
二
の
円
的

の
た
め
の
業
務
は
、
開
設
一
年
後
の
一
九
二
二
年
守
一
月
に
至
っ
て
初
め
て
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
今
前
者
に

属
ず
る
業
務
を
列
挙
す
れ
ば
、
左
の
如
〈
で
あ
る
o

り
生
産
自
目
的
白
た
め
に
、
企
業
訴
に
封
し
て
、
措
保
刊

X
は
輔
措
保
に
て
、
財
政
詑
明
帯
且
び
計
訓
告
に
基
舎
、
紙
期
限
貸
附
を
な
す
と
企

O

(
 

川
判
事
出
前
品
・
船
柑
故
時
計
、
約
束
手
蝉
轄
を
弛
保
と
し
て
、
共
の
倒
顧
の
七
貰
出
を
越
え
ず
る
制
度
に
於
て
、
師
畑
山
肌
貸
附
を
な
す

ζ
k
。

川
町
外
側
債
務
、
件
凶
佑
替
手
形
、
武
A
W

屈
を
弛
保
と
し
て
、
無
期
制
貸
附
を
な
す
ζ

止。

ハ
円
前
訟
の
搭
保
物
件
に
謝
し
て
定
期
貸
附
を
な
す
こ
と
。

小
山
J

ハケ

H
白
羽
山
宮
越
え

f
る
約
束
手
帽
の
制
引
を
な
す
こ
と
。

的
手
酎
料
主
と

P
、
若
〈
は
自
己
心
計
算
に
於
て
商
品
白
斑
買
圭
な
す
と
在
。

η自
己
白
計
算
に
於
て
、
外
岡
債
券
錦
替
千
形
及
。
黄
金
風
を
貰
買
す
る
こ
と
。

的
詮
金
活
替
の
取
扱
、
信
用
軌
跡
の
議
行

A
び
預
金
の
受
入
を
な
す
ζ

と。

監

九
E
」

入

O
王

苑

勢
農
餌
固
に
於
け
る
金
融
制
度
由
復
活
及
び
現
献

第
二
十
二
巷

(
第
五
就

KatzenelIenbaum， l{uss-Ian currcncy a!1.d ~anl、I時叩11_~_~~~4J_?'r.
JJ1， 
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此
町
農
館
闘
に
品
川
け
る
金
融
制
度
白
復
活
及
び
現
蹴

第
二
十
一
一
容

(
第
五
披

入

O
大

か
〈

τ新
図
立
銀
行
は
、
一
九
一
一
一
年
十
一
月
十
六
日
を
以
っ
て
愈
t
主

1

2

1

に
其

ω業
務
を
開
始
L

h

h

Q

交
本
金
二
兆
留
を
幽
庫
J

h
支
給
せ
ら
れ
、
地
初
の
聞
は
主
ご
し
て
此
山
一
賃
金
に
よ
h
.
ま
た
一
部
は
白
金
及
び

滋
座
制
定
ご
し
て
入
h
市
ゆ
る
資
金
じ
よ
っ
て
鋒
業
を
絞
付
花
。

然
る
じ
国
立
銀
行
は
、
誕
生
り
第
一
年
か
ら
、
通
貨
暴
落
ざ
い
ふ
遜
滋
の
下
に
、
悪
戦
苦
闘
を
け
紛
け
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
日
辿
貨
の
流
泌
益
は
此
年
(
一
九
二
二
年
ご
年
間
に
百
十
六
怖
に
増
加
し
、
貨
階
的
伯
の
下
落
は
此
の

一
年
同
に
七
十
二
分
り
一
に
迷
L
た
。
か
〈
の
如
き
鴻
貨
の
状
態
は
、
抑
制
山
の
図
立
銀
行
十
一
し
て
、
縦
済
史
上
求

仁
曾
て
経
験
さ
れ
た
る
こ
ビ
な
き
級
め
て
困
難
な
諸
問
題
に
直
面
せ

L
め
た
。
勿
論
仰
山
刷
両
革
命
の
散
山
に
於
け

る
目
見

m-E同
紙
幣
の
下
落
は
、
之
に
阿
相
似
す
る
も
の
で
は
ゐ
っ
た
け
れ
H

と
も
、
併
し
常
時
の
仰
闘
聞
に
刻
た
な
信

用
制
度
が
再
生
し
た
の
は
、
此

ω
自
民
間
国
民
制
度
が
悦
に
厳
止
さ
れ
て
金
胤
貨
幣
が
流
通
界
に
再
犯
し
↑
ー
か
ら
後

の
こ
E
で
ゐ
る
o

ま
た
此
涯
に
は
術
逸
及
び
壊
太
利
に
於
て
も
、
山
附
3
類
似
の
境
沿
に
陥
っ
た
け
れ
H

と
も
、
併
し

そ
れ
は
少
(
正
も
露
凶
に
於
け
る
そ
れ
よ
h
も
、
宇
年
乃
至
一
年
後
に
結
っ
た
こ
ご
で
ゐ

h
、
従
っ
て
彼
等
は
江
(

ω雌
位
に
枕
て
、
露
首
亜
の
縦
総
合
間
半
ぷ
こ
さ
が
出
来
た
仲
苫
円
で
あ
る
。
露
間
砲
に
於
て
は
従
来
の
世
田
介

ω縦
峨
や

文
献
は
、
殆
ん
ど
全
〈
加
を
な
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

貸
借
問
問
仙
の
急
激
に
低
落
す
る
場
合
に
於
て
・
法
も
囚
維
な
川
悦
本
的
の
問
題
は
、
畑
何
に
し
て
銀
行
自
身

ω資

本
川
慣
似
を
維
持
し
得
る
か
正
い
ム
二
己
で
ゐ
る
。
蓋
し
留
償
備
の
下
務
は
・
恐
る
べ
き
務
皮
に
急
一
逃
で
ゐ
っ
た
か

ら
、
貸
附
け
ら
れ
た
る
一
定
金
舗
の
留
は
・
た

Z
ひ
如
何
に
短
期
じ
岡
牧
古
れ
た
ぜ
し
て
も
、
質
質
倒
倣
仁
於

τ

甚
ガ
し
〈
低
落
し
た
留
ご
な
っ
て
返
っ
て
古
ゆ
る
。
例
へ
ば
園
立
銀
行
は
其
の
設
立
に
際
し
て
、
闘
庫
よ
b
二
兆
留



の
紙
幣
を
資
本
金
吉
し
て
受
入
れ
る
ニ
芭
に
決
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
嘗
時
之
を
金
留
に
換
算

L
て
約
五
千
高
留

に
値
し
た
。
然
る
に
銀
行
が
愈
I
開
業
し
て
、
二
兆
留
の
紙
幣
を
金
庫
に
牧
め
た
時
に
は
、
其
の
債
値
は
阪
に
三

分
の
一
以
下
に
低
落
し
て
、
約
千
四
百
高
金
留
に
値
し
て
居
花
。
今
若
し
銀
行
が
此
の
資
金
を
ぱ
、
蛍
時
の
普
通

利
率
に
従
う
て
三
四
ヶ
月
間
貸
附
け
た
古
す
れ
ば
、
そ
叫
が
悶
枕
さ
れ
る
時
に
は
、
僅
が
に
百
高
乃
至
二
百
官
同
留

に
減
慣
し
て
居
る
で
ゐ
ら
う
o

此
の
勢
を
以
っ
て
進
む
な
ら
ば
、
二
兆
留
の
資
本
金
も
・
一
年
な
ら
守
し
て
無
一

文
正
な
る
べ
(
、
血
属
工
商
り
俊
肢
を
助
長
す
る
ご
い
ふ
目
的
は
愚
か
、
銀
行
自
身
の
存
在
も
失
は
れ
る
で
あ
ら

う
。
そ
ニ
で
銀
行
は
一
の
自
己
矛
盾
に
陥
品
。
立
(
の
業
務
を
行
ふ
た
め
に
は
貸
出
を
せ
ね
ば
な
ら
す
.
貸
出
を
す

れ
ば
資
本
を
減
損
し
て
銀
行
を
自
滅
に
議
ぴ
〈
。
銀
行
は
目
指
し
て
如
何
に
し
て
此
の
難
闘
を
切
ち
援
け
得
た
で
あ

ら
う
か
?

第
一
に
、
銀
行
資
本
の
減
損
を
カ
グ
ア
す
る
方
法
芭
し
て
採
用
さ
れ
た
の
は
、
利
容
・
の
引
上
げ
で
あ
る
O

R

宙
定

利
率
は
銀
行
関
設
の
嘗
時
に
於
て
、
腕
に
一
ゲ
月
入

1
1
一一一

M
Z
い
ふ
未
曾
有
主
両
卒
に
決
定
き
れ
た
が
、
間

も
な
く
月
一
二

|
1
一
八
%
に
引
上
げ
ら
れ
た
。
言
ふ
迄
も
な
〈
高
き
金
利
は
そ
れ
に
け
貸
出
資
金
の
減
慣
を
カ

グ
ア
す
る
詳
で
あ
る
が
、
併
し
賞
際
に
於
て
、
賞
時
の
留
下
落
の
迅
速
古
は
、
到
底
此
の
程
度
の
利
上
げ
を
以
っ

て
補
は
る
べ
〈
も
な
〈
、
之
に
よ
っ
て
僅
か
に
銀
行
損
朱
の
一
部
を
カ
グ
ア
し
得
た
に
止
ま
る
。

第
二
の
方
法
は
、
銀
行
の
顧
客
が
資
金
を
伯
出
し
之
を
利
用
し
て
得
た
る
利
盆
の
一
部
を
ば
、
銀
行
に
分
配
せ

し
む
る
の
方
法
で
あ
る
。
此
の
方
法
は
理
論
上
は
兎
も
角
、
質
際
問
題
正
し
て
は
有
効
に
行
は
る
べ
き
も
の
で
な

一
部
の
損
失
を
補
ふ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

(
第
五
披

第
二
十
二
審

九
七
)

八

O
と

説

拘

勢
農
露
困
に
於
け
る
金
融
制
度
の
復
活
及
刊
日
現
批



，詑

手E

勢
直
接
闘
に
於
け
る
金
融
制
度
。
復

m
Aび
明
快

第
二
十
二
審

(
第
五
韓

;， 
h 
) 

入
。
入

一一一一ーい山一一一一一…仲hμ ム

第
三
に
、
外
国
貿
易
の
金
融
に
闘
し
て
は
、
外
国
貨
鮮
の
計
算
に
於
て
貸
山
に
雌
中
る
方
法
が
採
用
せ
ら
れ

た
。
例
へ
ば
輸
出
業
者
に
謝
す
る
貸
出
は
‘
留
紙
僻
闘
を
以
っ
て
貸
出
す
の
で
は
あ
る
が
、
併
し
其
の
金
額
は
、
共

日
の
活
替
相
場
に
よ
っ
て
磁
傾
値
で
記
帳
せ
ら
れ
、
期
限
に
は
輸
出
商
品
を
寅
却
し
て
得
た
磁
貨
絡
を
以
っ
て
之

を
支
抑
は
し
む
る
。
此
の
方
法
は
完
全
仁
銀
行

ω損
失
を
カ
グ
ア
し
得
る
の
み
な
ら
宇
、
多
〈
の
場
合
に
於

τ、

錦
替
相
場
に
よ
る
利
潤
を
銀
行
に
粛
し
た
。
此
の
経
験
は
次
に
池
ぷ
る
方
訟
を
暗
示
し
た
も
の
で
あ

h
、
且
つ
後

に
至
っ
て
金
及
び
外
凶
貨
勝
よ
り
成
る
準
備
金
を
設
定
せ
し
む
る
動
機
ご
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

第
四
に
、
最
後
の
最
も
有
数
な
方
法
は
、
金
本
位
に
基
く
貸
出
を
始
め
た
こ
芭
で
あ
る
o

貸
出
は
依
然
ご
し
て

留
紙
併
で
行
は
れ
る
が
、
其

ω金
額

ω記
帳
は
、
貸
出
砕
回
目

ω相
場
で
金
貨
に
換
算
し
た
額
を
記
入
し
、
満
期
日

に
は
再
び
其
の
日

ω相
場
で
前
の
記
回
収
額
を
刷
同
紙
幣
に
換
算
し
て
岡
牧
す
る
o

此
の
方
法
は
最
も
有
放
な
も
の
芭

し

τ、
後
に
は
仙
の
総

τの
方
法
に
取
っ
て
代
h
専
ら
利
用
苫
れ
允
も
の
で
ゐ
っ
て
、
之
ご
前
後
し
て
、
国
内
に

於
け
る
総
て
の
計
算
の
車
位
記
し
て
も
金
本
位
を
用
ふ
る
仁
至

h
、
一
九
二
二
年
の
終
b
に
は
、
後
に
遁
ぷ
る
が

如
く
、
同
じ
趣
意
に
本
づ
〈
ヂ
ェ

F

ヲ
キ
ッ
ツ
金
券
が
盛
行
さ
る
、
こ
正
、
な
っ
た
。

か
(
の
如
き
方
法
に
依
っ
て
も
向
ほ
十
分
に
カ
ゲ
ア
[
得
手
り
し
損
失
に
謝
し
て
は
、
一
部
は
輪
出
金
融
に
件

ふ
利
盆
を
以
つ

τ柿
ひ
、
大
部
分
は
預
金
及
び
蛍
座
預
金
者

!
l其
の
殆
ん
左
大
部
分
が
岡
家
機
関
で
あ
る
!
ー

の
損
失
に
よ
っ

E
償
は
れ
た
の
で
ゐ
る
。
従
っ
て
開
設
一
年
総
の
一
九
二
三
年
十
月
一
日
に
至
b
、
其
の
貸
借
劃

照
表

he金
に
引
直
し
た
時
、
銀
行
は
最
初
の
資
本
金
五
千
宮
内
金
留
以
上
に
、
多
額
の
自
己
基
金
を
所
有
し
て
活

花
。
是
れ
放
に
之
を
銀
行
の
立
場
か
ら
見
る
時
は
、
或
は
之
を
成
功
ご
い
ひ
得
る
か
も
如
れ
な
レ
。
併
し
乍
ら
銀



行
が
第
一
の
目
的
E
す
る
所
の
農
工
商
業

ω俊
足
を
助
長
す
る
古
い
ム
鮎
か
ら
見
る
時
は
、
主
(
の
貢
献
は
比
政
的

腕
微
で
あ
っ
た
o
，
砕
同
時
の
羽
田
紙
幣
の
脱
越
は
、
其
の
品
凶
行
を
如
何
に
増
加
し
て
も
、
之
に
よ
っ
て
流
通
総
額
を
増

加
す
る
こ
芭
は
由
来
な
い
ご
レ
ム
自
己
矛
盾
に
陥
っ

τ居
花
時
代
で
ゐ
る
か
ら
、
同
様
に
銀
行
に
於

τも
、
如
何

に
多
額
の
新
紙
鮮
が
銀
行
に
流
入
し
て
も
・
そ
れ
に
よ
っ
て
銀
行
の
資
力
を
増
す
こ
ご
は
出
来
宇
、
従
っ
て
信
用

機
関
Z
し
て
の
機
能
を
宿
す
こ
ご
も
出
来
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

り
れ
H
Y

」
色
、
又
此
の
最
初
の
一
年
間
に
於

τ、
立
(
の
後
の
迅
速
な
る
後
展
を
可
能
な
ら

L
め
た
多
〈
の
僚
件

が
.
阪
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
居
た
正

ν
ム
こ
ご
は
、
注
意
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
第
一
に
此
の
一
年
間
に
於

τ、
積

々
の
信
用
手
段
の
復
活
を
見
る
に
至
っ
た

Q

手
形
師
仰
の
流
通
、
送
金
銭
替
、
其
他
の
信
用
業
務
、
小
切
手
制
度
及

び
交
換
所
、
外
岡
潟
替
市
場
及
び
潟
替
相
場
の
統
制
、
外
閥
銀
行
正
の
漣
絡
等
々
、
是
で
あ
る
。
第
二
に
闘
立
銀

行
は
此
の
期
間
に
於
て
、
主
な
る
支
局
及
び
支
応
を
略
I
完
成
し
て
居
た
。
其
後
の
後
展
は
主
ご
し
て
小
支
府
茨

(
は
出
張
所
の
憐
張
に
限
ら
れ
て
居
る
。
左
に
そ
の
数
字
を
示
す
。

年

支

局

支
臨

出
張
所

言「

月

rr 

一
九
二
二
年
一
且
一
日

四

七

五
A 

r'J 

七
用

J

日

七
月‘

一
九
二
三
年
一
月
一
日

O 五
ニ ハ

ノ可、

1L 

プ
八

一一一九

同

七
月
}
日

王

C 

一
九
二
四
年
一
月
一
日

O 
JI.. 

A 

一
六
λ

一ニ

O
四

ーノ、

九
ノ又

E 

同

七
月
}
日

←じ

詑

要E

持
盛
時
出
国
γ

い
川
町
け
る
命
融
制
度
白
復
訓
且
び
現
欣

第
二
寸
二
容

(品

m
E抗

九
九
)

λ
心
九

Katzco(";ltenbaulli， ibid.， p. 161 に蹴る。1) 



市E

手匝

抽
出
農
路
闘
に
於
け
る
金
融
制
度
白
直
前
日
品
び
現
恥

第
二
十
二
審

(
第
五
腕

一0
0
)

パ、

。

十
月
-
日

同
)
 ロチ

L

U

Y

ヲ
ヰ
ッ
ツ
金
券
の
殺
行
、
閥
立
銀
行
の
第
二
の
目
的
、
帥
も
金
融
制
度
を
統
一
し
通
貨
制
度
を
確

保
す
る
た
め
の
業
務
は
、
最
初
の
一
年
間
に
は
全
〈
手
を
着
け
な
か
っ
た
所
で
あ
る
が
、
一
九
二
二
年
十
月
十
一

日
附
の
布
告
に
よ
っ
て
、
初
め

τ銀
行
券
を
殺
行
す
る
の
模
施
を
奥
へ
ら
れ
、
拡
に
獅
占
的
の
後
券
銀
行
ご

L
て

中
央
銀
行
た
る
の
演
を
具
ふ
る
に
至
っ
た
o

今
殺
行
保
例
に
規
定
さ
る
、
原
則
を
見
る
に
、
そ
の
主
な
る
も
の
は

衣
の
数
項
で
ゐ
る
。

け
い
チ
品
ル
ヲ
ネ
ツ
ヅ
務
白
幽
立
銀
行
に
よ
っ
て
設
行
せ
ら
れ
、
一
、
一
一
、
コ
一
、
五
、
一

O
、
二
五
、
且
び
五

O
チ
L

ル
ヲ
シ
チ
の
七
組
、
と
す
。
一

ナ
エ
ル
フ
ネ
ツ
ツ
は
、
萄
爵
間
金
貨
一

O
留
に
相
悦
し
、
金
を
以
つ

C
呼
ば
る
。

何
テ
エ
ル
ヲ
ネ
ツ
ツ
傘
は
遊
行
制
由
四
分
の
一

E
下
ら
ぎ
る
程
度
に
於
て
、
賞
金
蝿
及
び
世
固
な
る
件
関
先
簡
を
以
っ
て
保
障
せ
ら
る
。
北
飴
は

容
晶
に
換
貸
し
得
る
商
品
、
短
期
手
岡
市
且
刊
日
仙
の
粗
鋼
椛
袋

E
問
う
て
保
設
せ
ら
る
。
但
し
此
由
部
分
の
三
分
自
ニ
以
上
位
、
開
業
手
副
都
た
る

/'、

j， 

ノL
ブL

ζ

と
を
製
す
る
。

)
 

作
7
エ
ル
ヲ
ネ
ツ
ツ
裁
は
首
分
の
中
先
換
を
許
さ
れ
ぎ
る
も
、
油
貯
川
な
る
時
期
に
於
て
金
貨
に
免
換
さ
る
べ
〈
、
品
目
時
期
に
就
て
は
、
政
府
は

追
っ
て
特
別

ω
法
令
を
は
っ
て
布
告
す
る
も
の
主
ナ
。

川
円
チ
エ
ル
ヲ
ネ
ツ
ツ
券
監
品
同
行
す
る
主
掛
な
る
目
的
は
、
銀
行
E
L
て
干
形
の
制
引
を
な
し
貸
附
白
磁
求
に
願
じ
、
賞
金
属
・
井
岡
貨
幣
・
外
聞
手

形
其
他
b
置
券
を
購
入
す
る
尋
申
銀
行
業
務

ω
滋
肢
を
容
易
な
ら
し
む
る
に
あ
り
。
同
時
に
チ
エ
ル
ヲ
ネ
ツ
ツ
券
は
、
人
民
財
政
番
目
合
に
却

し
て
短
期
貸
附
を
な
す
た
め
に
も
遊
行
さ
る
べ
〈
、
此
白
貸
附
に
劃
し
て
は
、
五

O
Mを
下

ιぎ
る
賞
金
属
を
単
備
す
る
を
要
す
。

か
〈
の
如
〈

Lτ
チ
ェ

ル
ヲ
ヰ
ッ
ツ
金
券
は
、

愈
E
一
同
年
十
一
月
二
十
七
日
よ

b
畿
行
さ
る
、
こ
吉
、
な
つ

わ九

O

併
し
乍
ら
裁
に
有
一
日
々
の
注
意
を
要
す
る
貼
は
、

新
券
の
後
行
に
よ
っ
て
信
紙
幣
は
康
止
さ
れ
た
の
で
は
な

Katzenellenbaum， ibid.， p. 101 



〈
、
雨
者
の
併
十
時
を
認
め
た
事
賞
で
あ
る
。
新
券
は
図
立
銀
行
よ
h
品
目
行
君
る
、
有
準
備
の
金
祭
ピ
し
て
、
奮
券

は
国
庫
よ
bJ
俊
行
古
る
、
無
準
備
の
不
換
紙
幣
ご
し
て
、
相
並
ん
で
同
時
に
流
通
し
た
。
勿
論
貨
幣
制
度
を
改
革

す
る
場
合
に
は
、
何
れ
の
闘
に
於

τも
過
渡
的
に
は
新
醤
貨
幣
の
併
存
を
認
h
U
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
併
し
露
西

亜

ω場
合
に
於
て
は
、
第
一
に
新
蓄
貨
幣
の
比
率
は
何
等
会
定
吉
る
、
こ

Z
な
〈
、
雨
者
の
交
換
相
場
は
時
々
刻

々
に
縫
勤
し
っ
、
あ
っ
た
ど
い
ふ
鮎
に
於

t
.
第
二
に
新
貨
の
馳
現
行
さ
れ
た
後
に
於
て
も
術
ほ
依
然
ご
し

τ奮
貨

の
畿
行
を
縦
け
て
居
た
古
い
ふ
尉
に
於
て
、
貨
幣
制
度
の
上
仁
一
の
特
例
を
な
す
も
の
で
め
ら
う
。

然
ら
ば
勢
農
政
府
は
何
故
に
か
、
る
雨
貨
併
周
制
度
を
探
っ
た
か
?
第
一
は
国
民
を
し
て
新
貨
の
通
用
に
慣

れ
し
め
‘
其
の
胴
慣
偵
を
認
め
し
む
る
に
ゐ
っ
た
。
賞
際
に
於
て
オ
エ
W

ヲ
ヰ
ツ
ツ
の
後
行
苫
れ
た
最
初
の
欽
月
聞

は
、
同
氏
の
多
数
は
新
貨
を
好
ま
争
、
殊
に
地
方
の
農
民
に
至
る
ほ
ど
此
の
傾
向
は
強
か
っ
た
か
ら
、
彼
等
を
相

手
E
す
る
毅
物
商
人
は
岡
立
銀
行
か
ら
借
出
し
た
新
品
?
を
態
t
留
紙
幣
に
交
換
し
て
、
地
方
の
買
付
り
に
向
は
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
o

従
つ

τ最
初
の
問
は
新
貨
に
謝
す
る
需
要
も
大
な
ら
す
、
ま
た
一
た
ん
貸
出
主
れ
た
も
の
も

直
も
に
回
吹
き
れ
て
来
だ
か
ら
、
共
の
畿
行
額
も
比
較
的
少
(
、
こ
れ
が
却
っ
て
新
貨
を
健
貨
な
ら
し
む
る
に
有

数
で
あ
っ
た
。
然
る
に
後
に
神
地
ぷ
る
が
如
(
、
新
貨
の
優
越
性
が
多
〈
の
方
面
に
貨
詮
苫
れ
て
来
る
正
、
之
に
謝
す

る
需
要
は
急
激
に
増
加
し
て
、
約
竿
歳
の
後
に
は
、
総
て
の
企
業
及
び
取
引
に
新
貨
が
用
ひ
ら
晶
、
様
に
な
っ
た
。

併
用
制
度
の
第
二
の
目
的
は
・
奮
貨
の
俊
行
を
継
総
す
る
こ
ぜ
に
よ
っ

τ強
算
の
不
足
を
補
は
ん
ご
す
る
に
ゐ

っ
た
。
蓋
し
賞
時
の
財
政
批
態
に
於
て
は
、
莫
大
な
る
換
算
不
足
を
来
す
こ
ご
は
兎
れ
ざ
る
所
で
あ
る
が
、
今
若

L
惚
紙
幣
の
袋
行
を
底
止

L
て
唯
一
の
牧
入
手
段
を
拠
棄
し
た
ご
せ
ば
、
何
に
よ
っ

τ議
集
を
遂
行
し
得
ゃ
う
。

!lI: 

苑

勢
民
露
聞
に
於
け
る
金
融
制
度
内
復
活
及
刊
日
現
献

第
二
十
二
巻

(
第
五
統
一

O
一
)

J、



。

(
却
時
宜
観

第
二
十
二
巻

捗
農
露
固
に
於
け
る
金
融
制
度
白
復
活
及
刊
日
現
恥

F、

詰

苑

又
悲
し
新
券
の
緩
行
に
よ
っ

τ比
の
不
足
を
補
ふ
な
ら
ば
、
新
券
も
亦
留
紙
幣
の
徹
eT
踏
ん
で
、
忽
も
に
し
て
暴

落
す
べ
き
は
明
ら
か
で
ゐ
ら
う
。
チ
L

P

ヲ
ネ
吋
ノ
ヅ
の
償
値
を
維
持
す
る
正
共
に
、
枚
入
の
ぬ
嘩
全
失
は
F
ち
ん
ど

せ
ば
、
差
営
h
雨
貨

ω併
用
を
選
ぶ
の
外
に
途
が
な
か
っ
た
o

併
し
乍

ι
阪
に
遁
ぺ
た
る
如

f
、
紙
鮮
の
品
現
行
仁

ょ
っ

τ収
入
を
得
る
の
方
法
は
、
次
第
に
行
詰
b
っ
、
あ
っ
化
。
殊
に
一
九
一
一
一
一
|
|
一
一
三
年
に
豆
、
留
下
落
の

勢
は
最
も
甚
に
し
〈
-
此
の
間
に
於
て
‘
勢
農
政
府
は
二
回
ま
で
紙
幣
閥
単
位
の
引
上
げ
て
賀
行
し
た
。
郎
ち
箪
な

る
計
算
及
び
印
刷
上
の
使
宜
の
た
め
に
、
六
つ
の
零
を
切
捨
て
、
従
来
の
百
十
両
留
を
以
っ
て
一
一
切
ご
な
す
の
伶
儀

な
き
に
至
っ
た
o

か
、
品
事
情
の
下
一
い
あ
っ
て
は
、
留
紙
傍
は
国
庫
の
中
に
於
て
、
省
〈
は
国
有
企
業
の
中
に
あ

っ

τ、
急
速
に
低
落
し
っ
、
あ
る
か
ら
、
紙
幣
を
崎
明
後
す
れ
ば
す
る
程
、
凶
家
機
関
若
〈
は
閥
有
企
業
の
減
損
は

増
加
し
、
延
い
て
岡
家
経
費
の
膨
服
ご
な
り
牧
入
不
足
ご
な
る
o

要
す
る
に
紙
幣
の
増
殺
に
よ
る
枚
入
の
填
補

は
・
其
の
総
牧
入
に
比
し
て
遊
に
小
な
る
純
収
入
を
粛
す
に
過
ぎ
な
い
o

そ
れ
放
に
質
際
に
於
て
併
用
制
度
の
放

川
市
は
、
新
貨
幣
へ

ω過
渡
的
構
備
を
な
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

目
新
券
の
成
功
、
新
品
付
テ
エ

Y

ヲ
ヰ
ツ
ツ
は
如
何
な
る
成
果
を
枚
め
得
た
か
?
第
一
に
共
の
後
行
高
に
就

τ見
る
に
、
創
始
賞
時
の
一
九
二
三
年
初
頭
に
百
高
チ
エ
ル
ヲ

4
ヅ
ツ
(
一
千
高
金
留
)
で
あ
っ
た
も
の
が
、
同
年

末
に
は
約
二
十
五
倍
、
翌
二
十
周
年
末
に
は
約
五
十
倍
に
返
し
て
居
る
。
此
の
数
字
を
皮
相
的
に
観
る
怖
は
、
北
(

は
、
再
び
留
紙
幣
の
怖
を
踏

U
か
の
如
〈
、
早
〈
も
其
の
前
・
途
を
悲
搬
す
る
胸
中
者
も
ゐ
っ
た
け
れ
ど
も
、
併
し
言

ム
迄
も
な
く
新
酔
?
の
此
の
増
畿
は
・
直
接
に
由
席
算
不
足
を
カ
グ
ア
す
る
た
め
に
俊
行
さ
れ
た
も
の
で
な
(
、
固
有

の
銀
行
義
務
に
よ
っ
て
後
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
商
工
業
に
劃
す
る
銀
行
業
務
が
憐
張
す
れ
ば
す
る
税
、

方

1}Obst，a a o s E76477Pavlovsky-Russla's cuucntMonetary 
problems (The Economic Journal. Dec. 1923) 捌縞『易lY.¥鶴岡に於け

る時制改革問題j(位前論議官ョ十九笹事一時)

Pavlovsky. ibid.， 2) 



オ
ツ
ツ
の
畿
行
準
備
に
就

τ見
る
も
、

一
九
一
三

|
l
二
四
年
を
通
じ
、

俊
行
額

ω
約
二
分
の
一
を
占
め

法
定

に
は
チ
エ
庁
ヲ
ヰ
H
Y

ず
の
増
儀
正
な
b
、
他
方
に
は
固
有
商
1

ム
業

ω段
娠
芭
な
っ

τ‘
ぞ
れ
が
間
使
に
珠
算
不
足

を
カ
グ
ア
す
る
結
果
正
な
っ
た
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
同
よ
り
直
接

ω動
機
で
は
な
い
。
従
っ
て
第
二
に
チ
エ
ル
ヲ

率
の
約
二
位
に
達
し
て
居
る
。

第
三
に
流
通
界
に
於
け
る
新
券

ω勢
カ
は
、

最
初

ω聞
は
徴
々
ざ
し

τ振
は
す
、

一
九
二
三
年
の
初
頭
に
は
僅
か
に
金
流
泌
額
の
三
%
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、
累
進
し
て
人
月
に
は
約
五
O
U
刊

に
漣

t
、
翌
二
十
四
年
に
入
つ
て
は
ん
O
M
刊
を
超
過
し
て
居
る
。
印
ち
此
の
場
合
に
は
良
貨
が
悪
貨
を
駆
逐
す
る

の
結
果
ご
な
っ
て
居
る
。
二
卜
四
年
の
後
宇
以
後
に
は
多
少
反
調
の
傾
向
を
一
本
し
っ
、
あ
る
が
、
之
に
就
て
は
後

に
逃
ぶ
る
こ
ど
、
す
る
。
第
四
に
チ
ェ

U
F

ヲ
ヰ
ッ
ツ
の
針
内
購
買
力
は
、
比
の
雨
年
を
通
じ
て
、
卸
真
小
市
民
共
に

僑
〈
〈
き
安
定
を
保
っ
て
居
て
、
留
紙
幣
の
そ
れ
に
比
L
殆
ん
ど
比
峡
す
ぺ
か
ら
グ
る
成
功
を
牧
め
て
居
る
。
左

・
表
に
示
す
が
如
(
・
卸
貨
市
場
仁
於

τは
、
新
品
?
の
普
及
が
ま

r十
分
で
な
か
っ
た
最
初

ω宇
年
間
に
、
多
少
若

L
い
低
下
を
示
し
て
居
る
け
れ
ど
も
、
併
し
戦
前
購
買
力
の
五
O
|
六
O
%
ご
い
ふ
低
落
は
、
蛍
時
陛
界
市
場
に

於
り
る
金
の
購
買
カ
が
戦
前
に
比
し
約
三
O
l
四
O
%
を
減
じ

τ居
た
事
賞
炉
ら
見
て
・
寧
ろ
常
然
で
ゐ
ら
う
。

小
貨
に
於
て
殊
に
一
九
二
四
年

ω一
前
宇
に
於
げ
る
低
落
以
、
商
品
側
の
事
情
に
凶
る
も
の
で
ゐ
っ
し
、
卸
寅
よ
h

小
東
に
至
る
分
配
費
用
の
増
加
せ
る
た
め
で
あ
る
。
最
後
に
新
券
の
柏
崎
替
相
場
も
亦
、
左
表
に
見
ら
る
、
如
〈
、

略
i
-平
岡
闘
に
近
〈
安
定
し
て
居
る
o

勿
論
ζ

同
い
に
は
、
岡
立
銀
行
自
ら
外
国
貨
幣
主
民
買
す
る
司
}
ご
に
よ
っ
て
、

人
柏
崎
的
に
其
の
安
定
を
計
っ
た
ご
己
も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
臥
が
、
ヲ
ぞ
れ
に
し
て
も
留
時
代
の
そ
れ
に
比
較
し
て

は
、
驚
〈
ぺ
き
成
果
を
放
め
得
た
も
の
ピ
言
は
ね
ば
な
ら
泊
。
以
上
の
諸
項
に
閲
す
る
統
計
的
材
料
を
左
に
示

設

第

捗
鹿
時
閣
に
於
け
る
金
融
制
度
白
復
泊
及
wv
現
除

第
二
十
三
宅

(
制
申
請
枕
一

o=一)
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七
月
一
日

同

λn-
日

I吋

九
月
↑
日

同

十
月
一
日

実

き
口

去
三五

き・耳

さ

豆王

室

回一回・点

一
、
一
号
一

一三一八、ぃ亙口

且
一
・
九

さ・晶

売

盟

割
、
一
回

、，、
タ"

同
一
、
主
口

き

毛

者
-
G

耳
、
一
回
一

同. ，、

j、

'" 

同
点
、
一
塁
打

回
内
-
A

幸
一
日
・
九

正
n
h
・口

豆
、
一
回
一

曹

7
同

壁

吾
、
A
4
4

回
同
・
口

量・也

邑. 
九

盟
五

、

さ壬

耳、一一回一

然
ら
ば
此
の
如
き
チ
晶
片
ヲ
ヰ
ッ
ツ
の
驚
〈
べ
き
成
功
は
、
何
に
由
っ
て
来
る
も

ωで
あ
ら
う
か
?
後
行
制

度
そ
の
も
の
、
嘗
を
得
た
も
の
で
ゐ
る
こ
ピ
は
勿
論
で
あ
る
が
、
他
に
之
を
有
刺
に
導
い
た
外
訓
部
剛
的
詰
血
事
中
位
崎
加
の
ゐ

る
-
】
正
子4

の
改
善
で
あ
る
。
純
々
の
困
難
に
遭
遇
し
た
に
拘
ら
宇
、
露
西
亜
の
生
産
カ
は
全
館
正
し
て
次
第
に
復
活
し
た
o

此
ゆ
闘
民
経
済
の
一
般
的
改
善
は
、
第
一
仁
謝
外
並
び
に
掛
内
戦
守
の
終
娘
、
そ
れ
に
件
ふ
軍
備
の
縮
少
、
並
び

に
各
地
方
聞
に
於
け
る
交
通
の
復
活
に
負
ム
所
で
ゐ
り
、
第
二
に
新
経
済
政
策
の
採
用
、
殊
に
そ
の
結
巣
た
る
農

業
の
復
活
に
依
存
す
る
。
特
に
露
西
直
に
於
て
は
、
農
業
経
済
の
改
善
は
、
一
方
に
国
有
産
業
の
常
及
を
可
能
な

ら
し
め
、
他
方
に
掛
内
相
到
外
の
商
業
並
び
に
交
通
を
促
進
す
る
た
め
、
根
本
的
に
必
要
な
僚
件
で
あ
っ
た
。

併
し
乍
ら
是
等
は
例
れ
も
チ
品

W

ヲ
ヰ
ッ
ツ
の
成
功
じ

z
b
、
間
接
に
基
礎
的
保
何
百
な
っ
た
に
過
ぎ
な
い
九

直
接
の
原
因
は
之
を
他
に
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
共
の
第
一
は
、
商
品
市
場
の
肱
官
民
並
び
に
貨
併
に
よ
る
取
引
の
檎

加
で
あ
る
o

商
品
市
場
の
畿
展
は
、
翠
に
商
品
分
量

ω増
加
に
負
ム
の
み
な
ら
す
、
寧
ろ
物
々
交
換
が
急
速
に
減

退
し

τ、
貨
幣
に
re
る
取
引
の
増
加
し
た
、
め
で
め
る
。
貨
幣
取
引
の
増
加
は
、
必
然
に
貨
僻
に
謝
す
る
需
要
の

苑

此
町
農
蕗
聞
に
於
吋
る
金
融
制
度
及
び
現
脈
白
観
論

第
二
十
ニ
巷

(
第
五
統
一

O
E
)

，1‘ 

一五

設



説

苑

捗
農
協
聞
に
於
吋
る
金
融
制
度
及
刊
日
現
出
陣
白
観
情

第
二
十
二
巷

(
第
五
蹟
一

O
大

λ

一
六

増
加
己
な
b
、
特
に
チ
品
ル
ヲ
-
1
4

ツ
ツ
に
劃
す
る
需
要
以
、
品
仙
の
閥
に
於

τ念
激
に
増
加
し
た
。
践
に
吾
々
の
興

味
を
惹
〈
事
貨
は
、
流
活
貨
併
総
額
の
増
加
古
其
の
貨
勝
の
運
命
ご
の
間
に
、
一
定
の
閥
係
の
存
す
る
こ
ご
で
あ

る
。
例
へ
ば
留
紙
幣
に
就
て
見
る
に
、
北
(
の
俊
行
数
量
は
次
第
に
増
加
せ
る
に
拘
ら
や
，
、
共
の
流
通
総
額
は
究
第

に
減
少
し
て
・
戦
前
の
五
十
分

ω
一
(
一
九
二
二
年
五
月
)
に
ま
で
減
少
し
た
。
か
、
る
場
合
に
は
共
の
貨
幣
は
般

に
殿
山
酬
を
宣
告
苫
れ
た
り
で
ゐ
っ
て
、
物
々
交
換
が
次
第
に
之
に
代
る
。
然
る
に
之
を
チ
ェ
ル
ヲ
キ
ァ
ツ
に
就
て

見
る
に
、
共
の
流
泌
総
額
は
一
九
一
一
一
-
一
年
中
仁
約
三
倍
芭
な
っ
て
居
る
が
、
之
芭
共
に
従
来
行
は
れ

τ局
た
物
々

交
換
は
究
第
に
影
を
ひ
め
て
、
貨
幣
の
使
用
を
増
加
し
之
に
封
ず
る
需
要
を
喚
起
し
て
、
貨
制
肘
経
済
は
再
び
畿
展

し
京
市
っ
た
の
で
め
る
。

か
く
て
新
貨
幣
に
謝
す
る
需
要
の
増
加
す
る
正
同
時
に
、
之
に
廊
じ
得
る
後
行
準
備
を
摘
さ
ね
ば
な
ら
品
。
夫

放
に
チ
エ
戸
ヲ
ヰ
ヅ
ツ
を
成
功
せ
し
め
た
第
二
の
直
接
版
図
正
し
て
、
外
国
貿
易
の
改
善
K
塔
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

一
九
二
二
年
度
の
貿
易
は
多
少
の
入
超
を
見
れ
な
か
っ
た
け
れ
H

と
も
、
翌
二
三
年
に
は
、
約
一
億
留
の
出
超
を
な

し
、
加
ふ
る
に
貿
易
外
の
受
取
超
過
は
五
千
乃
至
七
千
五
百
高
己
推
算
さ
れ
る
か
ら
、
結
局
少
(
ご
も
一
億
五
千

古
同
制
回
以
上
の
受
取
超
過
を
見
て
居
る
。
か
〈
て
チ
且
ψ

ヲ
ヰ
ツ
ヅ
は
究
第
に
増
品
閣
さ
れ
た
に
拘
ら
十
、

t(
の
後
行

準
備
を
豊
富
に
す
る
こ
ご
が
出
来
、
従
っ

τ共
の
債
値
を
維
持
す
る
こ
ぜ
が
出
来
た
。

第
三
の
原
闘
は
財
政
放
路
の
改
善
に
あ
る
。
肱
に
過
べ
た
る
如
く
、
結
聞
紙
幣
の
後
行
を
絞
(
る
こ
正
に
よ
っ

τ

牧
入
の
不
足
を
補
は
ん
正
す
る
政
策
は
、
十
分
じ
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
Z
は
出
来
な
か
っ
柁
が
、
勢
農
政
府
の

財
政
的
努
カ
の
結
果
、
一
方
に
は
議
算
不
足
は
衣
第
に
減
少
し
っ
、
あ
る
の
み
な
ら
守
、
他
方
に
は
租
税
に
よ
る



例
へ
ば
珠
算
不
足
は
一
九
二
一
年
度
の
約
二
十
ニ
兆
留
を
極
限
ご

L
て・

枚
入
M
V

斬
次
に
増
加
し
た
。

翌
年
度
は

僅
か
に
三
億
六
千
高
留
ご
な
h
，

r.其
翌
年
に
は
夏
に
一
億
人
千
高
留
に
減
少
し
、

於
て
金
枚
入
り
問

O
%
に
迭
し
た
o
阪
に
逃
ぺ
た
る
如
〈
勢
農
露
闘
の
通
貨
問
題
の
婚
家
は
、

財
政
妖
態
に
依
存
す
る
。

A
1
そ

ω財
政

ω基
礎
が
此
の
如
〈
催
貨
を
加
へ
つ
、
あ
る
か
ら
、

租
税
牧
入
は
一
九
二
四
年
度
に

殆
ん
げ
と
金
〈
そ
の

チ
且
ル
ヲ
ネ
ヅ
ヅ
の

婚
家
は
-T
分
に
築
制
叫
し
得
る
も
の
Z
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

金
融
制
度
の
現
賦

一
一
九
二
四
年
の
齢
制
改
革
、
一
九
二
二
年
末
に
於
け
る
ず
エ
片
ヲ
ヰ
ツ
ツ
令
券
の
溌
行
以
来
、
袋
行
所
を

異
に

L
稀
翻
を
異
に

L
比
率
h
f
公
定
せ

F
る
二
種
り
法
貨
が
、
相
並
ん
で
囲
内
に
流
通
し
て
居
た
ニ
正
は
般
に
越

刀、た
o

然
る
に
二
純
の
通
貨
を
併
用
す
る
時
は
、
絶
え
す
何
れ
か
の
一
方
を
駆
逐
せ
ん
ご
す
る
札
機
が
趨
っ
て
、

或
時
は
一
方
が
過
剰
を
示
し
て
他
方
が
不
足
ご
な
b
、
成
時
は
反
劃
の
現
象
が
起
っ
て
、
之
を
調
和
吉
せ
る
こ
ご

は
到
底
不
可
能
で
ゐ
っ
た
。
勿
論
金
融
機
関
や
企
業
健
は
、
計
算
の
便
宜
上
か
ら
・
チ
エ
庁
ヲ
ヰ
ツ
ツ

Z
刷
聞
紙
併

ご
の
日
々
の
相
場
を
採
用
し
、
そ
の
た
め
に
は
毛
ス
ヨ

1
取
引
所
に
於
げ
る
前
日
の
円
借
定
相
場
を
利
用
し
た
。
此

の
相
場
は
電
載
を
以
つ

τ国
内
に
通
報
せ
ら
れ
、
殆
ん
ど
全
国
に
亘
っ
て
之
を
根
挨
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
然
し

乍
ら
自
由
市
場
に
於
て
は
、
一
日
中
岡
一
-
相
場
を
以
っ
て
満
足
す
る
能
は
守
、
英
蕗
で
は
一
日
中
に
於
て
も
相
場

は
絶
え
十
議
勘
L
っ
、
あ
っ
た
。
叉
か
、
る
市
場
に
於
て
は
、
何
れ
か
一
方
の
通
貨
が
不
足
を
示
L
た
場
合
に

は、
R

公
定
相
場
を
共
催
に
受
入
る
、
ニ
ピ
を
な
苫
す
、
之
に
劃
し
て
釘
歩
若
〈
は
割
増
を
生
じ

τ居
た
。
そ
の
最

(
晶
玉
披
一

O
七
)

第
二
十
二
巻

λ
一
七

苑

凪
官
民
蕗
園
に
於
け
る
金
融
制
度
白
復
活
R
品
目
視
恥

設

1) Segal and Santalov， Commercial Ycar-Book of che Soviet Union 1925， 
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O
入
)

11‘ 

λ‘ 

も
甚
に
し
い
例
は
、
一
九
一
一
三
年
十
二
月
で
め
っ
て
、
鴬
時
チ
且
W

ヲ
ヰ
ツ
ツ
の
需
要
激
増
し
て
甚
だ
し
く
不
足

を
訴
へ
た
か
ら
、
之
仁
劃
す
る
割
増
は
、
会
定
相
場
に
比
し
毛
見
コ

1
仁
於
て
其
の
三
、
五
%
、
地
方
に
於
て
は
ニ

Oμ
に
迭
す
る
所
も
ゐ
り
、
且
つ
此
の
勢
は
盆
I
加
重
す
る
傾
向
を
示
し
た
。
之
に
劃
し

τ国
立
銀
行
は
、
チ
品

川

F

ヲ
ヰ
ヅ
ツ
本
位
の
首
座
勘
定
を
関

ν
て
預
金
者
の
損
失
を
カ
グ
ア
し
、
貯
蓄
銀
行
は
金
の
公
定
相
場
に
基
く
金

本
位
の
計
算
を
開
い
て
小
口
預
金
者
を
保
護
し
た
り
れ
ど
も
、
而
も
此
の
相
場
設
動
に
よ
る
各
輔
閥
有
企
業
の
損

失
は

E
額
に
遥
L
、
例
へ
ば
餓
道
事
業
四
ヶ
月
聞
の
損
失
に
り
で
も
、
一
千
古
内
金
留
に
及
ぶ
三
百
は
れ
て
居
る
。

闘
立
銀
行
並
び
仁
国
庫
の
蒙
っ
た
損
害
の
少
な
か
ら

5
る
は
言
ふ
迄
も
な
い
。

か
く
の
如
〈
し
て
通
貨
の
七
、
入
制
を
占
h
u
る
チ
品
作

7
ヰ
ツ
ツ
の
安
定
せ
る
に
拘
ら
す
、
之
ご
併
存
す
る
留

紙
僻
じ
劃
す
る
相
場
が
激
離
す
る
た
め
に
、
通
貨
制
度
は
全
館
正
し
て
極
め
て
不
安
定
を
免
れ
宇
、
加
ふ
る
に
阪

に
述
べ
た
る
如
〈
、
併
用
制
度
を
採
っ
た
最
初
の
目
的
は
、
其
の
一
宇
は
完
成
せ
ら
れ
、
共
の
一
宇
は
到
底
不
可

能
な
る
こ
Z
が
明
ら
か
芭
な
っ
北
か
ら
、
留
紙
鮮
は
早
晩
厳
止
さ
る
ぺ
き
必
要
の
運
命
に
ゐ
っ
た
。

第
農
政
府
は
一
九
二
三
年
十
二
月
仁
至
h
、
他
貨
な
る
通
貨
制
度
を
完
成
せ
る
北
め
に
、
断
然
己
し
て
留
紙
併

を
巌
止
L
・
一
方
に
は
財
政
を
緊
縮
し
て
珠
算
不
足
を
少
な
か
ら
し
む
る

Z
共
仁
、
他
方
に
は
チ
ェ

P

ヲ
ヰ
ッ
ツ

の
下
に
、
こ
れ
正
一
定
の
比
葎
を
有
す
る
或
稲
山
小
貨
幣
を
接
行
せ
ん
Z
す
る
の
計
査
を
立
て
、
笠
二
四
年
二
月

よ
b
五
月
に
亘
っ
て
之
を
完
成
L
化
。
郎
も
り
二
月
五
日
の
布
告
に
よ
っ
て
、
人
民
財
政
委
員
曾
は
、
総
て
の
取

引
に
E
h
法
貨
た
る
べ
き
て
三
、
五
金
留
川
駅
匹
山
小
釦
を
後
一
討
し
、
某
の
分
量
は
チ
ェ
戸
ヲ
ヰ
ッ
ツ
券
の
二
分

の
一
以
内

t
L
、
其
の
俊
一
付
額
は
月
h
公
表
さ
る
べ
き
こ
ピ
、
な
り
台
。
川
一
一
月
七
日
附
図
立
銀
行
掛
喜
朗
の
富
一
一
円



に
よ
っ
て
、
岡
庫
小
品
分
は
一
チ
ェ
ル
ヲ
子
y

ツ
に
封
し
一

O
金
留
の
割
合
を
以
っ
て
、
総
て
の
支
搬
に
岨
劃
し
て
無

制
限
に
受
入
れ
ら
る
一
ヘ
〈
、
ま
た
同
じ
比
率
を
以
っ
て
自
肉
に
排
出
さ
る
べ
き
旨
を
明
ら
か
に
し
、
リ
二
月
十
四

日
に
公
布
苫
れ
た
規
定
に
よ
り
、
一
一
月
十
五
日
限
h
M
M
紙
惜
の
印
刷
及
び
後
行
を
停
止
し
、
未
俊
行
の
も
の
は
同

日
限
b
廃
業
す
る
こ
言
、
な

b
-
叫
二
月
二
十
二
日
の
布
告
に
よ
h
て
、
銀
貸
(
一

O
、
一
五
、
二

O
、
五

O
奇

及
び
一
留
)
並
び
に
銅
貨
(
一
、
二
、
三
及
び
五
司
可
〕
を
緩
行
す
る
こ
と
」
、
な
り
、
一
い
一
二
月
十
七
日
の
規
は
に
よ
っ

て
、
留
紙
幣
は
一
金
留
に
謝
し
五
両
脚
同
(
二
十
三
年
型
)
の
剖
合
を
以
ワ
て
買
戻
さ
る
、
こ
正
、

3
h
、
は
い
三
月
二

十
二
日
の
規
定
に
よ
っ
て
、
二
十
三
年
酬
明
日
留
は
五
月
十
日
ま
で
法
貨
正
し
て
五
高
留
の
割
合
を
以
っ
て
通
用
を
認

め
ら
れ
・
五
月
三
十
日
ま
で
の
聞
に
人
民
財
政
委
員
曾
及
び
国
立
銀
行
に
て
交
換
せ
ら
る
ぺ
〈
、
六
月
明
後
は
全

〈
底
貨
正
せ
ら
れ
た
の
で
ゐ
る
叫
通
貨
故
滋
の
欣
態
及
び
各
積
遁
貨
の
流
通
量
を
示
せ
ば
左
表

ω如
L
o

百
高
金
留
)

i翠
鉢肌
) 幣

叩
地
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誼
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闘
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活
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六し包
A
・
岡
田

是
に
出
h
て
翻
れ
ば
流
通
量
総
額
は
此
の
年
内
に
二
倍
以
上
に
増
加
し

τ居
る
。
此
中
チ
エ
町
ヲ
ヰ
ァ
ツ
券
は

最
高
二
月
に
於

τ全
般
の
人
一
二
%
を
占
め
、
漸
次
減
少
し
て
十
一
月
に
は
五
五
M

刊
に
治
す
る
、
此
の
制
合
は
同
時

に
、
一

O
留
以
上
の
大
貨
正
そ
れ
以
下
り
小
食
ピ
の
割
合
を
一
不
す
も
の
で
あ

b
、
寧
ろ
後
者
を
以
っ
て
常
態
ピ
見

倣
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
之
正
調
立
し
て
重
要
な
る
鴎
庫
小
券
は
次
第
に
増
加
し
て
、
最
近
三
ご

μ
に
建
し

τ
居

る
。
そ
こ
で
新
た
な
る
問
題
は
、
此
の
岡
庫
小
券
が
よ
〈
チ
エ
ル
ヲ
ヰ
y

ツ
券
に
謝

L
Jし
そ
の
十
分
の
一
の
償
値

を
維
持
し
得
る
や
否
や
、
商
品
及
び
外
岡
貨
幣
に
謝
し
て
よ
〈
共
の
安
定
か
維
持
し
得
る
や
否
ゃ
に
あ
る
。
之
を

維
持
す
る
た
め
に
は
、
第
一
仁
共
の
畿
行
数
を
制
限
し

τ、
チ
Z

Y

ヲ
ヰ
ッ
ツ
の
字
額
を
超
過
せ
し
め
す
、
第
二

に
岡
立
銀
行
は
卒
舗
を
以
っ
て
自
由
に
之
を
受
入
れ
、
叉
は
榔
戻
を
な
す
こ
ご
、
し

τ居
る
。
き
う

L
て
現
在
仁

於
て
是
等
の
制
限
は
よ
く
賀
行
さ
れ
つ
、
あ
る
か
ら
、
同
者
の
聞
に
打
歩
又
は
割
増
を
生
守
る
こ
正
な
く
、
国
庫

小
券
の
安
定
は
よ
〈
維
持
苫
れ
つ
、
ゐ
る
。

最
後
に
這
回
の
格
制
改
革
心
、
一
般
経
済
上
に
如
何
な
る
影
響
を
奥
へ
た
か
?
之
を
物
侵
に
就
て
見
る
に
、

大
鱒
仁
於
て
よ
〈
そ

ω安
定
を
維
持
し
待
犯
の
み
な
ら
4
7
・
政
府
の
物
債
引
下
政
策
E
相
侯
っ
て
、
-
次
第
に
漸
落



傾
向
を
示
L
て
居
る
0

0

岬
替
相
場
も
亦
、
阪
に
遁
ぺ
た
る
如
C
平
田
聞
に
逗
〈
安
定
を
保
つ
様
に
な
っ
た
。
夏
に

叉
、
政
府
は
此
の
間
に
於

τ信
用
牧
縮
政
策
を
採
っ
た
か
ら
、
或
る
碕
の
尚
工
業
に
は
多
少
の
不
便
を
爾
ら
す
こ

さ
、
な
っ
た
け
れ

X
も
、
併
し
之
を
全
耀
ζ

し
て
見
る
時
は
‘
何
等
著
し
き
困
難
を
部
ら
す
-
】
ぜ
な
〈
、
主
要
な

工
業
部
門
特
に
織
物
業
に
於
て
は
、
却
ワ
て
著
し
〈
其
の
生
産
金
増
加
し

τ居
る
。
最
後
に
財
政
紋
態
を
見
る

に
、
在
来

ω牧
入
手
段
で
あ
っ
た
留
紙
鮮
の
俊
行
を
放
棄
し
た
代
b
亡
、
祖
枕
牧
入
の
晴
加
、
餓
道
芸
他
の
凶
有

企
業
の
改
善
に
よ
り
て
、
財
政
は
却
っ
て
徐
裕
を
生
じ
、
今
や
殆
ん
ど
珠
算
不
足
を
生
暗
さ
る
税
皮
に
ま
で
改
善

事
る
、
に
至
っ
た
。
要
す
る
に
一
九
二
四
年
の
幣
制
改
革
は
・
大
な
る
成
功
を
牧
め
得
た
も
の
E
言
は
ね
ば
な
ら

ぬ
。
新
経
済
政
策
の
貫
施
以
来
、
最
も
重
要
な
h
し
一
の
経
済
問
題
|
|
如
何
に
し
て
暴
落
し
た
留
紙
幣
を
整
迎

す
る
か
の
問
題
|
|
は
、
極
め
て
手
際
よ
く
解
決
せ
ら
れ
た
。
護
れ
る
問
題
は
、
他
の
欧
洲
諸
国
に
於
り
る
吉
岡

ι
'
¥
金
品
川
換
の
復
活
に
関
す
る
問
題
で
ゐ
る
ο

帥
骨
血
居
露
闘
が
現
在
の
後
展
的
傾
向
を
維
持
す
る
限
b
、
此
の
問

題
の
婚
家
も
亦
大
に
意
を
安
ん

ι得
ぺ
き
の
み
な
ら
守
、
之
に
罰
す
る
枇
曾
主
義
国
家
の
態
度
に
は
、
他
の
資
本

主
義
岡
家
の
そ
れ
Z
は
自
ら
異
な
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ら
う
。

ロ
凶
立
銀
行
の
現
妹
、
チ
ェ
戸
ヲ
キ
ッ
ツ
金
券
の
考
行
は
、
図
立
銀
行
に

z
b
極
め

τ有
利
な
る
形
勢
を
展

開
す
る
こ
正
、
な
っ
た
o

そ
の
第
一
は
、
之
に
よ
h
確
固
た
る
計
算
の
基
礎
を
得
て
、
銀
行
資
産
の
減
舗
を
弘
る

、
こ
ご
が
出
来
た
。
銀
行
再
生
後
の
一
年
間
は
、
資
産
擁
謎
の
た
め
に
他
を
顧
み
る
限
の
な
か
っ
た
こ
ご
は
前
に

述
べ
た
る
が
、
今
や
金

f
並
(
の
必
要
を
見
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
故
に
保
険
的
意
味
を
合
ん
だ
絵
外
な
高
利
は
引
下

或
事
業
に
謝
し

τは
年
八
%
に
ま
で
引
下
げ
ら
れ
・

げ
ら
れ
て
、
月
二
一
l
l
一
入

μ
か
ら
年
一
二
%
に
下
落
し
、

説

勢
農
露
闘
に
於
げ
る
企
融
制
底
的
復
活
及
び
現
除

第
二
十
て
血
管

(
第
宜
韓
一
一
一
)

J、

弗



チ匝

捗
轟
露
闘
に
於
げ
る
金
組
制
度
。
復
活

A
び
現
依

誕

第
二
十
二
番

(
第
五
塊
一
一
一
一
)

F、
一

同
時
に
預
金
及
び
蛍
座
勘
定
に
謝
L
τ
も
、
年
一
ニ
ー
|
六
Mm
を
附
[
得
る
慌
に
な
っ
た
o

第
二
の
有
利
な
結
果
は
、

之
に
よ
b
新
た
な
資
金
源
を
得
る
に
至
っ
た
こ
古
で
あ
る
。
最
初
の
一
年
間
に
於
け
る
銀
行
の
活
動
は
、
閥
庫
よ

り
受
入
れ
た
自
己
資
本
主
僅
少
の
預
金
及
び
首
座
勘
定
に
限
ら
れ
て
居
た
が
・
新
た
に
金
券
後
行
の
特
棋
を
得

た
る
後
は
、
比
較
的
容
易
に
豊
富
な
資
金
を
得
ら
る
、
嫌
に
な
h
、
銀
行
の
活
動
力
は
大
い
に
強
め
ら
れ
た
u

一

九
二
四
年
五
月
一
日
自
己
資
本
を
五
千
高
金
留
正
定
め
、
同
年
七
月
ま
で
に
、
自
己
資
本
以
上
約
三
億
七
千
五
百

高
留
を
貸
出
に
用
ふ
る
こ
ご
が
出
来
た
o

第
三
の
影
響
は
、
預
金
及
び
蛍
座
勘
定
の
著
し
き
増
加
で
ゐ
る
銀
行

が
チ
ェ
戸
ヲ
ヰ
ッ
ツ
本
位
の
計
算
を
開
始
し
て
、
預
金
の
減
同
情
す
る
庇
が
な
(
な
る
吉
、
仰
人
並
び
に
企
業
髄
の

預
金
は
増
加
す
る
。
同
時
に
又
、
新
た
に
品
目
行
さ
れ
た
チ
品
戸
ヲ
不
ヴ
ツ
券
は
、
蛍
座
勘
定
の
形
式
で
銀
行
に
流

れ
込
む
こ
正
、
な
る
o
h
r
〈
て
預
金
及
び
蛍
座
勘
定
の
総
額
は
、
一
九
一
一
三
年
初
繭
の
三
千
七
百
高
金
留
か
ら
、

惣
年
十
月
の
三
億
七
千
四
百
高
に
、
正
に
十
倍
の
増
加
を
示
し
て
居
る
。
此
等
の
預
金
者
の
中
、
最
h
重
要
な
る

も
の
は
、
人
民
財
政
委
員
曾
(
大
減
省
)
で
ゐ
っ
て
、
之
に
崩
す
る
預
金
は
会
館
の
六
O
M
(
一
九
二
四
年
四
月
一

日
)
を
占
め

τ居
る
。
其
他
の
預
金
者
は
、
他
の
国
家
機
側
H
A
ぴ
凶
街
企
業
、
協
同
組
合
、
私
有
企
業
及
び
私
設

機
閥
、
信
用
諸
機
闘
で
ゐ
つ

τ、
是
等
に
扇
す
る
預
金
は
左
表
切
如
〈
、
園
中
部
機
関
に
於

τ腿
倒
的
勢
カ
を
有

し
、
私
有
企
業
及
び
私
設
機
関
の
預
金
は
極
め
て
微
細
で
あ
る
。

岡
立
銀
行
本
山
勘
定

向
上
支
広
制
定

E世

金

額

2
千
チ
エ
取
位
u

ニ
、
五
ニ
凡

亜止

金

額

二
千
チ
エ
皿
位
》

五
、
一
ニ
ニ

口

島1
4 土
J!: ffi 
穴%告

口

八円
~ t長
田%合

家

機

捌

、

入

日周

ニ
=
一
、
入
入
λ

KatzencllcnbaulU， ibid.. p- J70 に~j\ ~。1) 
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o

問
問
、
八
じ

E
、
九
九
七

次
に
岡
立
銀
行
り
貸
出
業
務
は
、
衣
の
三
秘
よ
h
成
る

mw手
形
取
引
、
手
形
削
引
正
手
形
抽
携
拘
保
の
貸
附
正
子
e

山
向
門
商
日
品
問
貸
附
‘
両
日
間
仁
劃
す
る
貸
附
正
、
持
券
(
町
並
(
他
)
及
び
荷
柏
崎
替
信
別
収
に
謝
す
る
貸
附
ピ
を
合
U
。

開
産
業
に
劃
す
る
特
別
貸
附
.
債
務
・
株
券
・
手
形
等
を
挽
保

E
t、
図
庫
の
計
算
に
於

τ各
稲
企
業
に
貸
附

〈。

是
等
の
貸
出
業
務
の
畿
展
も
亦
著
L
〈
、
一
九
二
三
年
初
頭
の
三
百
高
テ
ェ
ル
ヲ
ン
チ
か
ら
、
同
年
末
の
二
千

九
百
高
に
却
も
約
十
倍
の
棺
加
を
一
不
L
・
翌
二
四
年
末
に
は
具
に
之
を
倍
加
せ
ん
子
し
て
居
る
。
き
う
し
て
此
の

貸
出
を
顧
客
別
に
見
る
時
は
、
一
九
二
四
年
一
月
一
日
に
於

τ国
有
企
業
入
五

μ
、
組
合
企
業
一
四

μ
、
私
有
企

業
一
，
%
を
一
不
し
、
此
蕗
に
も
凶
有
企
業
の
座
倒
的
勢
力
を
似
る
こ
ご
が
出
来
る
。

最
後
に
困
立
銀
行
正
岡
庫
及
び
図
有
企
業
ピ
の
閥
係
を
明
か
に
す
る
時
は
、
柑
労
臨
時
露
国
現
在
の
経
済
組
織
の
性

質
を
窺
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
航
に
越
よ
る
が
如
〈
国
立
銀
行
の
資
本
金
は
、
そ
の
全
部
を
闘
庫
よ
b
仰
い
だ
も
の

で
あ
b
、
預
金
及
び
嘗
座
勘
定
の
中
、
九
五
弱
ま
で
は
闘
庫
及
び
岡
有
企
業
に
属
す
る
も
の
で
あ
b
、
貸
出
業
務

の
九
九
%
ま
で
は
会
企
業
に
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
の
事
は
卸
も
鈴
鹿
露
闘
に
於
り
る
殆
ん

E
総
て
の
大
企
業

話

~~ 

郵
政
鼠
闘
に
於
け
る
金
剛
制
度
の
復
活
及
刊
日
現
歌

第
二
十
こ
を

(
第
五
抗
一
一
一
三

J、
一



設

苑

易
産
蕗
固
に
於
吋
る
金
融
制
度
目
飽
前
及
び
割
恥

第
二
十
二
容

(
停
五
披
一
一
回
)

J、
凹

が
、
闘
家
の
手
に
集
中
せ
ら
れ

τ、
生
産
の
会
笹
が
質
現
苫
れ
つ
、
め
る
こ
子
宮
語
る
も
の
で
あ

b
、
私
人
の
経

借
を
前
古
れ
て
居
る
企
業
に
は
、
悶
立
銀
行
正
闘
係
し
得
る
殺
に
有
力
な
る
も
の
は
、
殆
ん
ど
存
在
し
な
い
1

こ
ご

を
示
す
も
の
で
あ
ら
う
。
真
に
又
、
閥
立
銀
行
は
図
庫
よ
b
・
「
園
出
特
別
金
」
ご
し

τ相
官
多
鎖
的
資
金
を
受
入

れ
る
。
此
の
資
金
は
、
岡
有
企
業
会
維
持
す
る
た
め
に
、
二
年
乃
歪
五
年
の
長
期
信
用
を
以
っ
て
、
岡
庫
の
計
算

に
於
て
貸
附
け
ら
る
べ
吉
も
の
で
あ
る
。
各
企
業
へ
の
制
憶
は
、
岡
民
経
済
最
高
曾
議
に
於

τ決
定
せ

L
れ
、
銀

行
は
之
に
就
き
何
等
察
吸
す
る
こ
ど
は
山
来
な
い
ー
が
、
個
々

ω企
業
正
交
沙
し
て
貸
附
僚
件
を
定
h
u

る
桃
能
は
銀

行
に
一
嵐
す
る
。
郎
も
貸
附
は
総
て
同
四
立
銀
行
を
通
じ

τ行
は
る
、
も
の
で
あ
る
か
ら
、
銀
行
の
負
債
で
は
『
同
庫

特
別
金
」

Z
し
て
、
資
産
で
は
「
産
業
仁
謝
す
る
特
別
貸
附
」
ピ
[
て
、
貸
借
割
照
表
の
上
に
表
は
れ
て
来
る
o

今

ニ
の
特
殊
関
係
の
内
容
を
除
す
る
時
は
、
凶
立
銀
行
ピ
国
庫
ピ
は
、
産
業
に
相
到
す
る
金
融
上
じ
於
て
、
一
の
分
業

制
肢
を
採
れ
る
こ
ご
を
知
る
o

例
へ
ば
鱗
山
菜
・
治
金
業
及
び
農
業
は
、
主
と
し
て
剛
山
伴
資
金
じ
よ
る
特
別
貸
附

正
L
て
金
融
せ
ら
る
、
に
反
L
・
純
物
業
・
食
料
品
業
・
木
材
業
並
び
に
商
業
に
封
す
る
金
融
は
、
銀
行
の
資
金
を

以
う
て
金
融
す
る
。
的
も
閥
立
銀
行
は
商
業
的
基
礎
の
上
に
知
期
信
用
を
以
っ
て
立
た
ん
ご
し
、
重
工
業
に
劃
す

る
長
期
信
用
は
、
之
ι
宮
前
接
#
引
く
は
間
接
の
閥
庫
支
出
じ
委
L
1
腐
る
。
か
〈
の
如
、
さ
金
融
機
能
の
分
業
じ
、
国

立
銀
行
の
地
位
を
安
岡
な
ら

L
む
る
に
必
要
で
あ

b
、
銀
行
は
之
に
ょ
う
て
或
税
皮
ま
で
顧
客
を
謎
挫
し
得
る
の

み
な
ら
す
、
他
方
に
は
固
有
企
業
仁
川
謝
す
る
金
融
を
十
分
な
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
G

一
一
一
芸
他
の
金
融
機
関
、
国
立
銀
行
の
開
設
以
来
、
諸
利
の
金
融
機
関
は
相
次
ハ
ー
で
附
設
せ
ら
れ
、
一
九
二
周

年
の
級
生
'
に
は
、
主
要
な
金
融
制
は
略
I
其
の
形
を
終
ふ
る
じ
歪
つ
校
。
今
各
析
の
機
関
に
就
工
其
の
特
徴
を
友



に
時
設
す
る

0

1
中
央
農
業
銀
行
、
人
民
財
政
委
員
曾
に
よ
っ
て
設
立
せ
ら
れ
、
資
本
金
四
千
高
金
留
を
国
庫
よ
b
受
付

τ、

一
九
二
四
年
七
月
毛
λ

コ
1
に
於
て
業
務
を
開
始
し
た
五
大
銀
行
の
一
で
あ
っ
て
、
共
の
円
的
正
す
る
所
は
、
自

己
資
本
及
び
闘
立
銀
行
よ
り
受
〈
る
信
用
に
よ
っ

τ、
土
地
改
良
、
農
事
改
良
、
農
産
製
治
等
に
要
す
る
五
年
以

下
の
長
期
信
用
を
興
へ
、
且
つ
農
具
英
他
の
購
入
、
農
産
物
販
貨
に
劃
L
一
年
以
下
の
短
期
信
用
を
も
即
日
へ
る
。

是
等
の
業
務
を
行
ふ
に
常
つ
て
は
、
後
に
越
ぷ
る
農
業
信
用
組
合
を
逝
じ
て
行
ふ
こ
ピ
、
な
っ

τ厨
る
。

2
株
式
組
織
の
諸
銀
行
の
中
、
最
大
の
も
の
は
而
工
銀
行

(
4
Z
吋
吉
田
『
自
昨
)
で
あ
る
。
一
九
二
二
年
の
末
頃
、

三
百
四
十
拘
留
の
資
本
企
以
っ
て
開
設
せ
ら
れ
、
翌
年
十
月

ω増
資
に
よ
っ
て
現
在
一
千
五
百
三
十
拘
留
の
資
本

を
有

L
、
毛
1

コ
l
本
山
山
の
外
会
闘
に
一
日
一
つ

τ七
支
局
、
四
十
三
支
応
、
二
十
三
出
張
所
(
一
九
四
年
卜
H
一川引

さ
を
有
す
る
幽
立
銀
行
仁
次
「
最
大
銀
行
で
ゐ
る
。
形
式
上
は
株
式
組
織
で
は
あ
る
が
、
資
質
仁
於
て
は
一
の

岡
立
機
関
で
あ
っ
て
、
立
(
の
株
式

ω殆
ん
y
」
全
部
は
、
国
家
機
関
及
び
閥
有
企
業
の
所
有
に
胤
す
る
。
此
の
銀
行

の
目
的
は
、
園
作
企
業
に
必
要
な
信
用
を
奥
ふ
る
に
あ
与
、
国
庫
に
謝
す
る
闘
係
は
闘
立
銀
行
ほ
ど
に
は
優
越
な

地
位
を
奥
へ
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
同
民
経
済
哉
耐
合
議
の
機
関
銀
行
ご
し
て
珠
算
よ
り
若
干
の
資
金
を
受
入

れ
、
ま
た
国
有
企
業
に
謝
す
る
幽
庫
の
補
助
金
の
一
部
は
此
蕗
に
滞
留
!
.
且
つ
最
高
曾
議
に
閲
辿
す
る
ト
ラ
ス

ト、

v
v
デ
グ
!
ト
は
け
お
流
動
資
金
を
此

ω銀
行
に
所
有
し
て
贈
る
。
銀
行
は
是
等

ω活
動
資
金
に
よ
っ
I
凶

有
企
業
へ
の
貸
出
に
応
じ
て
居
る
が
、
其
の
畿
日
此
の
速
か
な
る
貼
仁
於
て
は
遥
か
に
凶
立
銀
行
を
凌
制
的
[
τ

居

る。

詑

第
陸
路
固
に
於
け
る
金
融
制
度
山
観
抗
及
wv
現
耽

第
二
十
二
各

(
部
五
概
一
↑
五
)

A 

現巨



(
第
五
凱
一
一
六
)

J、
凹

話

苑

捗
農
健
闘
に
於
け
る
金
融
制
度
目
復
活
及
び
現
朕

第
二
十
二
番

商
工
銀
行
に
次
い
で
重
要
な
る
紘
式
組
織
の
銀
行
は
、
外
凶
貿
易
銀
行
及
び
極
東
銀
行
で
あ
る
o

前
者
は
園
管

貿
易
を
金
融
す
る
た
め
一
九
二
二
年
二
千
五
百
高
金
留
の
資
本
合
以
っ
て
創
立
さ
れ
た
も
の
で
・
会
株
式
の
五
一

，
%
は
、
共
の
設
立
者
た
る
人
民
財
政
委
員
曾
及
び
人
民
貿
易
委
員
合
に
於
て
所
有
し
、
時
閣
時
帥
の
四
九
，
%
、
内
外
の

私
有
資
本
に
分
配
し
て
目
的
る
o

そ
れ
故
に
賞
質
に
於
て
は
政
府
の
勢
力
が
絶
封
的
優
勢
を
占
め
て
居
る
。

吾
闘
t
密
接
な
る
閥
係
を
有
す
ぺ
き
極
東
銀
行
は
、
も
ご
極
東
共
和
国
銀
行
古
稀
し
、
極
東
共
和
国
の
孤
立
蛍

時
そ
の
中
央
銀
行
ご
し
て
紙
併
後
行
棋
を
有
し
た
も
の
で
ゐ
る
が
、
極
東
共
和
闘
が
勢
農
露
国
じ
合
併
せ
ら
る
、

に
及
ん
で
共
の
俊
行
椛
を
失
ひ
、
極
東
銀
行
ご
改
緋
せ
ら
れ

τ械
束
の
開
後
並
び
に
極
東
貿
易
に
闘
す
る
金
融
に

賞
つ

τ居
る
。
株
式
の
九

Oμ
以
上
は
政
府
の
所
有
に
厳
し
、
民
間
出
資
は
一
%
に
も
迭
し
な
い
炉
ら
、
北
(
の
資

質
は
政
府
の
機
開
銀
行
吉
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。
現
在
ρ

J

ロ
ア
ー
ク
に
本
広
を
有
し
、
極
東
・
欧
露
・
支
那
・
満
蒙
共

他
に
二
十
近
(
の
支
応
を
布
し
て
大
い
に
活
躍
せ
ん
ピ
し

τ居
る
。

引
っ
組
合
組
織
の
銀
行
中
最
大
の
も
の
は
、
会
露
協
同
銀
行

(HZ
寸
話
。
。
岡
山
ロ
r)
で
あ
る
。
一
九
ニ
二
年
に
開
設

せ
ら
れ
た
消
柴
組
合
銀
行
を
改
造
し

τ同
年
末
に
成
立
し
、
毛
ー
ョ

l
本
応
の
外
全
国
に
二
十
数
仰
の
支
府
u
A
び

出
張
所
を
有
す
る
。
此

ω銀
行
は
各
組
の
組
合
中
央
機
関
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
も
り
で
、
あ
ら
ゆ
る
形
式
の
協

同
組
合
に
信
用
を
典
ふ
る
を
以
っ
て
目
的
Z
す
る
o

り
市
立
銀
行

ω中
最
大

ωも
の
は
、
毛
ス
コ

1
市
立
銀
行
で
あ
っ
て
、
岡
市
内
及
び
州
内
に
十
倒
以
上
の
支
応

出
張
所
を
有
L
、
資
本
金
六
百
七
十
高
金
留
の
大
部
分
は
・
市
の
会
共
機
関
及
び
企
業
の
資
金
よ
み
リ
成
る
。
毛
ス

y
グ
ィ
エ
ツ
ト
正
特
殊
の
闘
係
仁
在
つ

C
地
必
深
算
に
闘
す
る
同
庫
の
機
能
を
巣

L
、
市
の
預
金
及
び
蛍

RI!ssian Information nnd Review， Apri1. 1. T922， (p. 305) 1) 



座
勘
定
を
主
な
る
財
源
ご
し
て
、
割
引
R
A
ぴ
貸
附
を
な
す
。
顧
客
の
大
部
分
は
悶
家
機
関
で
あ
っ
て
金
値
の
七
三

M

刊
を
占
め
、
協
同
組
合
は
之
に
次

ν
て
二
二
%
、
私
布
企
業
は
傑
に
五
%
を
占
ひ
る
に
過
ぎ
な
い
。

5
相
互
信
用
組
合
は
、
露
両
亜
の
金
融
制
度
に
於
て
特
殊
の
地
位
を
占
め
て
居
る
。
邸
も
割
払
笹
の
商
工
業
に
岨
到

す
る
合
融
を
共
の
主
要
の
業
務
ご
し
、
従
っ
て
私
的

ω金
融
市
場
Z
密
接
の
闘
係
を
有
す
る
金
融
機
閥
正
し
て

は
・
是
れ
が
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
右
に
述
べ
た
る
数
税

ω
銀
行
吉
田
謂
b
、
岡
』
採
の
珠
算
か
ら
は
直
接
に
も
間
接

に
も
支
持
を
受
〈
る
こ
ご
な
(
、
ま
た
凶
立
銀
行
か
ら
受
〈
る
信
用
も
比
較
的
に
少
な
い
、
か
ら
、
活
動
資
金
は
市

場
金
利
を
支
抑
つ

τ集
め
た
預
金
に
依
頼
せ
ね
ば
な
ら
す
、
従
っ
て
貸
出
仁
濁
し
て
も
高
利
を
要
求
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
o

一
九
二
二
年
六
月
v
-一
シ
グ
ラ

1
ド
に
出
来
た
も
の
を
先
細
芭

L
て
、
二
四
年
七
月
に
は
約
九
十
組
合
に
逢

し
て
居
る
が
、
な
有
企
業
の
活
動
十
分
な
ら

g
る
た
め
に
、
共
の
畿
展
は
古
ま
で
編
著
で
な
い
1
0

自
農
業
信
用
組
合
は
一
九
二
二
年
十
二
月
一
日
の
布
告
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
新
規
の
制
度
で
あ
っ
て
、
農

地
・
農
事
の
改
善
、
農
産
製
造
其
他
の
農
業
金
融
に
直
接
関
係
す
る
o

一
九
二
四
年
六
月
一
日
ま
で
に
二
十
五
組

合
‘
二
千
二
百
高
金
留
の
資
本
ご
百
九
十
三
高
金
留
の
預
金
及
び
営
座
勘
定
を
有
す
る
o

η貯
蓄
銀
行
は
一
九
二
三
年
の
初
頭
、
勢
働
者
の
貯
蓄
機
陶
ご

L
て
創
設
苫
れ
た
闘
有
機
関
で
あ
っ
て
、
突
の

馳
祖
逮
極
め
て
著

L
f、
開
設
後
一
年
に

L
て
、
英
数
二
千
二
百
に
蓬

L
、
総
資
産
一
千
五
百
高
、

一
人
平
均
預
金

高
三
十
金
留
を
示
し
て
居
る
。

最古

論

高主

高E

持
農
露
圃
に
於
げ
る
金
融
制
度
山
復
活
及
び
現
保

保
二
十
ニ
巷

(
第
五
誠
一
一
士
)

F、
D 
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拙
世
良
露
関
に
於
げ
る
金
融
制
度
内
復
活
及
び
現
欣

第
二
十
二
容

(
部
五
腕
一
」
八
)

ー
、
二
三

A'-
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J
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労
由
民
露
国
現
在
の
金
融
制
度
に
於

τ、
戦
前
者
〈
は
他
の
諸
凶
の
そ
れ
に
比
し
て
、
最
も
著
し
き
特
徴
を
な
す

第
一
は
、
凶
立
銀
行
の
腿
倒
的
勢
力
で
あ
る
。
例
へ
ば
一
九
二
四
年
四
月
一
日
に
於

τ・
国
立
銀
行
の
子
フ
y

z

が
十
一
二
一
億
六
千
高
金
到
な
る
に
謝
し
、
仙
の
諸
銀
行
の
総
額
が
三
億
入
千
崎
に
過
ぎ
争
、
割
引
及
び
貸
附
の
総
額

は
、
前
者
の
三
億
七
千
五
百
高
金
切
に
謝

L
、
後
者
は
二
億
二
千
八
百
誠
に
過
ぎ
な
い
。
第
ニ
は
、
岡
立
銀
行
正

他

ω諸
銀
行
M
A
ぴ
諸
企
業
ど
の
閥
係
で
あ
る
。
戦
前
に
於
り
る
護
側
立
銀
行
は
、
庶
按
仁
商
工
企
業
仁
信
用
を
興

へ
た
り
は
略
に
其
の
一
部
分
に
止
り
、
そ
の
信
用
の
大
部
分
は
・
他
ゆ
諸
銀
行
仁
謝
す
る
}
抑
制
間
引
若
〈
は
貸
附
仁

用
ひ
ら
れ
て
層
化
。
然
る
に
新
閥
立
銀
行
は
自
ら
碇
授
に
商
工
企
業
に
関
係
す
る
を
主
ピ
仁
て
、
他
的
諸
銀
行
を

中
介
機
闘
ご
な
す
こ
己
は
少
な
く
、
諸
銀
行
は
そ
の
貸
出
総
額
の
一
割
内
外
を
閥
立
銀
行
に
負
ム
に
過
ぎ
な
い
。

是
等
の
特
徴
を
皮
相
的
仁
見
る
な
ら
ば
、
其
は
恰
も
資
本
主
義
国
・
添
に
於
り
る
銀
行
品
目
速
の
初
期
に
類
似
す

る
。
品
田
券
銀
行
が
優
越
的
勢
力
を
有
し

τ直
接
金
融
市
場
に
活
動
す
る
の
は
、
前
期
資
本
主
義
時
代
仁
一
於
り
る
一

般
的
現
象
で
あ
っ
て
、
そ

ω後
期
に
入
つ

τは
、
俊
務
銀
行
お
〈
は
中
央
銀
行
は
、
北
(
の
優
越
的
地
位
を
失
ひ
、

之
に
代
っ
て
市
中
商
業
銀
行
が
其
の
勢
力
を
撞
げ
来
る
ニ
ピ
は
、
資
本
主
義
俊
民
の
一
般
的
傾
向
で
ゐ
る
。
之
に

謝
す
る
一
一
服
凶
ご
し

τ認
め
ら
る
、
こ
吉
は
、
銀
行
活
動
の
根
源
を
な
育
所
り
貨
幣
を
作
句
出
す
力
が
、
次
第
に

後
券
銀
行
か
ら
商
業
銀
行
に
移
っ
た
一
中
貨
で
あ
る
o

出
叶
言
せ
ば
、
銀
行
後
迭
の
初
期
に
は
、
主
要
な
金
融
手
段
は

銀
行
券
の
一
外
に
存
庄
し
な
い
。
品
同
券
俊
行
は
之
を
製
造
し
之
を
増
減
し
、
之
に
よ
っ
て
信
用
を
奥
へ
た
炉
ら
、
金

融
市
場
を
白
己
の
挙
中
に
牧
母
、
直
伎
に
釧
引
及
び
貸
附
業
務
に
活
動
す
る
こ
E
が
出
来
化
。
然
る
に
後
期
に
入

っ
て
商
主
企
業
が
著
し
く
後
廃
す
る
ご
、
金
融
手
段
ご

L
て
の
銀
行
券
の
地
位
は
、
市
中
商
業
銀
行
の
預
金
通
貨



に
よ
っ
て
奪
は
れ
た
o

貨
幣
を
川
ひ

F
る
取
引
及
び
小
切
手
の
流
通
が
優
勢
に
な
る
ピ
、
銀
行
の
支
配
的
要
素
は

後
券
銀
行
か
ら
商
業
銀
行
に
移
b
、
前
者
は
A

偶
者
に
馳
淫
さ
れ
て
、
「
銀
行

ω銀
行
」
E
し
て
市
場
か
ら
隠
退
す

る
o

露
両
国
皿
に
於
て
は
、
此
の
傾
向
は
戦
前
数
年
間
に
飢
に
顕
著
に
現
は
れ
、
一
九
一
O
|
|
一
四
年
に
於
て
、

市
中
商
業
銀
行
の
踊
金
及
び
仲
間
座
勘
定
は
依
加
し
、
四
四
立
銀
行
は
金
融
市
場
内
衣
函
か
ら
際
返
し
っ
、
あ
っ
た
。

然
る
に
今
、
勢
農
政
府
の
新
国
立
銀
行
が
、
再
び
腿
倒
的
勢
力
を
以
っ
て
市
川
輔
の
表
面
に
活
動
L
て
来
た
こ
ご

は
、
正
し
〈
金
融
制
度
の
逆
耐
刊
で
あ
る
伎
に
見
え
る
。
新
縦
務
政
策
を
以
っ
て
、
資
本
主
義
へ
の
降
服
で
あ
り
、

其

ω初
期
へ
の
漣
樽
で
あ
る
正
倣
す
な
ら
ば
・
此
市
中
は
極
め
て
常
然
で
あ
ら
う
o

な
る
ほ
ど
新
縦
憐
政
策
は
、
彼

等

ω理
組
か
ら
は
一
歩
の
込
却
で
あ
り
、
従
っ
て
之
仁
件
ふ
金
融
制
度
の
'H
悦
活
は
‘
資
本
主
義
へ
の
彼
蹄
に
相
港

な
V
o
併
し
乍
ら
其
は
決
L
て
前
期
資
本
主
義
へ
の
逆
憾
で
も
な
〈
、
初
期
の
金
融
制
度
へ
の
復
蹄
で
も
な
い
。

従
つ
工
鈴
鹿
政
府
の
金
融
制
度
が
、
資
本
主
義
凶
家
に
於
け
る
一
般
的
傾
向
己
同
様
の
ヨ

1
1
を
ご
っ
て
進
む
で

ゐ
ら
う
正
は
信
世
ら
れ
な
い
ら
闘
立
銀
行
の
低
越
的
地
位
は
、
凶
有
企
業
の
優
勢
|
|
国
家
枇
曾
主
義
|
|
に
泊

感
ず
る
も

ωで
あ
っ

τ、
銀
行
後
迷
の
初
期
に
於
り
る
そ
れ
ご
は
、
全
〈
其
の
性
質
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
0

4
の
ヨ
』
正
は
又
.
阪
仁
越
ぺ
た
る
所

ω、
岡
立
銀
行
以
外
の
他
の
総

τの
諸
銀
行
に
於
て
|
|
株
式
組
織
の
論
銀

行
に
於

τさ
へ
|
|
政
府
者
(
は
政
府
機
闘
の
勢
力
が
、
絡
調
的
低
勢
を
保
留
し
て
腐
る
事
貨
に
よ
っ
て
も
、
十

分
県
一
具
者
百
れ
得
る
で
あ
ら
う
0

(

完
)

結

現』

捗
曲
民
蕗
闘
に
於
け
る
金
融
制
度
白
彼
机
及
刊
現
批

第
二
十
二
番

(
第
五
腕
一
一
九
)

J、
じ


